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す
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に
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す
る
質
問
主
意
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航
空
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
交
大
臣
は
航
空
路
の
指
定
に
関
し
、
大
臣
告
示
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
第
三
十
七
条 

国
土
交
通
大
臣
は
、
航
空
機
の
航
行
に
適
す
る
空
中
の
通
路
を
航
空
路
と
し
て
指
定
す
る
。 

 
 

２ 

前
項
の
航
空
路
の
指
定
は
、
当
該
空
域
の
位
置
及
び
範
囲
を
告
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
。
」 

 

羽
田
空
港
に
係
る
現
在
の
運
用
で
は
、
北
風
時
に
お
け
る
着
陸
復
行
（
ゴ
ー
ア
ラ
ウ
ン
ド
）
の
際
に
の
み
、
例
外
的
に
都
心

部
上
空
を
飛
行
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二
〇
二
〇
年
夏
ダ
イ
ヤ
か
ら
予
定
さ
れ
る
南
風
時
の
都
心
上
空
で
の
着
陸
飛
行
経
路

（
都
心
低
空
飛
行
ル
ー
ト
）
は
、
今
回
新
規
に
航
空
路
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。 

 

ま
た
、
羽
田
空
港
新
飛
行
経
路
に
関
す
る
国
土
交
通
省
告
示
と
し
て
、
令
和
元
年
九
月
三
十
日
の
国
土
交
通
省
告
示
五
七
四

号
は
航
空
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
で
あ
り
、
同
年
十
一
月
三
十
日
の
国
土
交
通
省
告
示
八
六
二
号
は
航
空
法
第

四
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
、
同
年
十
二
月
五
日
の
国
土
交
通
省
告
示
八
八
四
号
は
、
航
空
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

く
告
示
で
あ
る
と
考
え
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
告
示
は
全
て
、
「
航
空
法
第
三
十
七
条
に
基
づ
く
告
示
」
に
は
当
た
ら
な
い
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

羽
田
空
港
へ
の
都
心
低
空
飛
行
ル
ー
ト
に
関
す
る
、
航
空
法
第
三
十
七
条
に
基
づ
く
国
土
交
通
大
臣
告
示
は
、
令
和
元
年



 

２ 

 

八
月
以
降
、
既
に
公
布
さ
れ
た
か
。
ま
た
、
施
行
さ
れ
た
の
か
。 

二 
こ
れ
か
ら
公
布
、
施
行
さ
れ
る
予
定
は
あ
る
か
。
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
予
定
日
は
い
つ
か
。 

三 

都
心
低
空
飛
行
に
係
る
大
臣
告
示
が
実
施
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
各
航
空
会
社
の
飛
行
機
が
新
た
に
都
心
低
空
飛
行
ル

ー
ト
を
飛
行
す
る
際
に
引
用
す
る
法
的
根
拠
を
ご
説
明
願
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


